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中部国際空港電気設備保全業務における民間競争入札実施要項（案）

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成１８年法律第５１号。以下「法」という。）

に基づく競争の導入による公共サービスの改革については、公共サービスによる利益を享受する国民の立

場に立って、公共サービスの全般について不断の見直しを行い、その実施について、透明かつ公正な競争

の下で民間事業者（以下「受注者」という。）の創意と工夫を適切に反映させることにより、国民のため、

より良質かつ低廉な公共サービスを実現することを目指すものである。

前記を踏まえ、国は、公共サービス改革基本方針（平成２４年７月２０日閣議決定）別表において民間

競争入札の対象として選定された電源設備の保全業務（以下「保全業務」という。）について、公共サー

ビス改革基本方針に従って、本実施要項を定めるものとする。

１．対象公共サービスの詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき対象公共サービスの質に関する

事項（法第１４条第２項第１号）

１．１ 対象公共サービスの詳細な内容

１．１．１ 対象設備の概要

本保全業務の対象となる設備は、公共交通機関として利用されている空港の円滑な運営及

び航空機運航の安全性を確保するために、航空保安無線施設、庁舎管制塔など航空の用に供

する航空保安施設等に電力を供給するための電気設備（２２４面）である。

対象となる詳細設備は別紙１「保全業務対象設備一覧表」に規定される設備とする。

１．１．２ 業務の対象と業務内容

本保全業務は、航空保安無線施設、庁舎管制塔など航空の用に供する航空保安施設等に電

力を供給するための電気設備を常時良好な状態に保つように保守を行い、機能維持を図るも

のである。

本保全業務は、定期点検等及び保守、運転・監視及び日常点検・保守、緊急時の対応から

なり、業務内容は１．１．４に示す。

履行場所 所在地 発注件名（予定）

中部国際空港

電源局舎

庁舎（管制塔含む）

第１ASR/SSR・TX局舎

第２ASR/SSR・TX局舎

第１RX局舎

VOR/DME局舎

愛知県常滑市

（中部国際空港内）

中部国際空港電気設備保全業務

１．１．３ 用語の定義

用語については、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書（平成２

０年版）」（（財）建築保全センター発行（以下「共通仕様書」という。））第１編一般共

通事項、第１章一般事項、１．１．２ 用語の定義による。

なお、本保全業務は原則共通仕様書を適用する。

（１）監督職員

「監督職員」とは、共通仕様書における「施設管理担当者」をいう。
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（２）完了検査

「完了検査」とは、共通仕様書に示す「業務検査」をいう。

（３）点検

「点検」とは、電気設備の故障、異常及び機能の劣化の有無を現場で行う確認作業をいう。

（４）保守

「保守」とは、電気設備の機能を維持するために行う点検及び機能の回復又は危険防止のために

行う消耗部品の取替え、注油、塗装その他これらに類する軽微な作業をいう。

（５）緊急点検

「緊急点検」とは、台風、暴風雨、地震等の発生のおそれがある場合及びそれらの発生直後並び

に電気設備の不具合発生時に、臨時に行う点検をいう。

１．１．４ 保全業務の内容

（１）定期点検等及び保守

１）業務内容

定期点検等及び保守の業務内容については、共通仕様書によるものとし、業務対象設備につい

ては、別紙１「保全業務対象設備一覧表」によるものとする。

ただし、直流電源設備の点検については、点検周期６ヶ月の事項について、年１回実施するこ

ととする。

また、保護継電器の定期点検の内容については、以下のとおりとする。

① 保護継電器

(a) 機器外面の損傷、過熱、さび、腐食、変形、汚損、変色等の有無。

(b) 本体取付状態及び配線接続状態の良否。

(c) 接地線の損傷、断線及び端子接続部の緩みの有無。

(d) 制御回路の断線及び端子接続部の緩みの有無。

(e) 動作電圧、電流、時間特性を測定し、継電器動作による引外し又は警報機の回路が完全

に動作するか試験する。

また、責任分界点等の重要点は地絡方向継電器動作特性試験を実施する。

（２）運転・監視及び日常点検・保守

運転・監視及び日常点検・保守の業務については、共通仕様書によるものとし、業務対象設備に

ついては、別紙１「保全業務対象設備一覧表」によるものとする。

電気設備等の日常点検、臨時点検及び障害が発生した場合の連絡通報並びに初動対応等を行うた

めに電源局舎監視室に常駐監視要員（以下「駐在員」という。）を駐在させること。

１）運転・監視業務

駐在員を監視室に配置し、予め定められた方法で監視制御装置等により運転状況監視、制御、

計測、記録、データの整理及び操作を行ない、機器の運転異常に関する情報伝達、並びに異常

時の手当てについて、適切、速やかに、かつ効果的に対応するものとする。なお、駐在させる

要員については、１．１．５保全業務実施体制 （５）常駐保守実施体制によるものとする。

２）日常点検・保守業務

「日常点検・保守」業務については、「運転・監視」業務のために配置した駐在員が兼務でき

るものとするが、この場合には、「運転・監視」業務に支障のないように実施すること。

変圧器及び監視制御設備、指向信号灯、航空障害灯の日常点検及び保守業務の内容については

以下による。

① 変圧器

(a) 温度の適否を温度計の指示値により確認し、異常な高温となっている場合は負荷電流の

状態を確認すること。

(b) 音響、異臭、異常振動等の有無を点検すること。

(c) 防塵フィルター脱落の有無、盤内圧力扇の動作を確認すること。

(d) 放射温度計により、変圧器表面温度測定を行うこと。
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② 監視制御設備

(a) 表示部の機能及び運用状態等を確認すること。

(b) エアフィルターの清掃。

(c) 各装置の動作状態及び機能の確認。

(d) システムコンソール装置の清掃。

③ 指向信号灯

(a) フィルター・前面ガラスの清掃。

(b) 焦点調整。

(c) 直流電源装置の点検。

④ 航空障害灯

(a) 灯器の点検手入。

電球、ソケット、リード線、レンズ、フィルター等を点検し、灯器は中性洗剤、刷毛、

綿布等にて清掃すること。電球は断芯に至らなくても交換すること。

(b) 配電箱等の点検手入。

(c) 腕木、配線等の損傷はないか点検すること。

(d) 塗装の退色、剥落している箇所には指定色のラッカー等で塗装しておくこと。

（３）緊急時の対応

事故・障害等の発生時には、業務計画書等で予め承諾を得ている応急措置を速やかに実施するこ

と。

また、応急措置実施後、実施内容に関する詳細な報告書を監督職員に提出すること。ただし、予

期せぬ事故・障害等の場合には、監督職員の指示により対処すること。

応急措置に要した費用については、監督職員と協議し精算するものとする。

なお、平日夜間や土日祝日等の監督職員不在時には、ブロック管理官署の担当者の指示により対

応すること。

１．１．５ 保全業務実施体制

（１）点検実施日

実施日は業務計画書によるものとし、変更がある場合は監督職員と協議する。

実施時間は、原則として８時３０分～１７時００分とする。

なお、夜間に実施する場合は、２２時００分～６時００分とする。

（２）業務責任者

業務責任者は、業務を総合的に把握し、業務を円滑に実施するために監督職員との連絡調整を行

い業務担当者を指揮すること。

（３）業務担当者

業務担当者は、業務責任者の指揮により業務を実施する者で、次に示す資格を有する者を配置す

ること。

（４）業務担当者の資格、実務経験等は下記の要件を満たす者とする。

① 保全技師Ⅰ

第２種電気工事士同等以上又は同種業務の経験を３年以上有し、実務経験年数１５年以上の経

験を有する者であること。

② 保全技師補

第２種電気工事士同等以上又は同種業務の経験を３年以上有し、実務経験年数１０年以上の経

験を有する者であること。

③ 保全技術員

第２種電気工事士同等以上又は同種業務の経験を３年以上有し、実務経験年数５年以上の経験

を有する者であること。

④ 保全技術員補

実務経験年数５年未満の経験を有する者であること。
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（５）常駐保守実施体制

① 駐在員は、道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第８４条に規定する運転免許のうち、普

通自動車運転免許を有すること。

② 駐在員の勤務体系は別紙２を参考とする。ただし、休憩時間帯には最低１名を確保すること。

駐在時間帯 ： ０：００ ～ ２４：００

駐在人数 ： 常時２名を配置すること。

駐在員は、上記（４）①保全技師Ⅰ及び③保全技術員又は③保全技術員及び④保全技術員補の

組み合わせで構成され、それぞれの資格、実務経験を満たす者とする。なお、平日昼間は①保

全技師Ⅰを配置し、運転監視中に業務責任者と兼務することはできない。

③ 駐在員には、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）に定められた休憩時間を与えること。

ただし、休憩中は常時連絡が可能な状態とし、作業上必要な場合には、休憩を中断して対応す

ること。その場合には代替の休憩を与えること。

④ 駐在員の交替に際しては、十分な引継ぎ時間（３０分程度）を設け、十分な引継ぎを行うこと。

⑤ 駐在員の勤務時間（休憩時間含む）を明記した勤務予定表を作成して、監督職員に提出するこ

と。なお、変更がある場合には事前に監督職員の承諾を得ること。

また、毎月の勤務実績表を提出すること。

⑥ 駐在員の詰め所、更衣室等は監督職員の指示する場所とし、中部空港電源局舎内で監視業務を

行うに必要な電力、水等は無償で使用することが出来る。

⑦ 運用時間、勤務時間及び作業員数などの変更が生ずる場合は、監督職員の指示による。なお、

これに係る請負金額の変更は契約書類による。

（６）緊急保守実施体制

① 業務責任者は、必要に応じ作業員を招集する。

② 作業員は、業務担当者とする。

③ 定期点検の作業実施中にあっても、必要に応じ作業を中断し、優先して対応すること。

１．１．６ 注意事項

（１）設備破損の禁止

受注者は、本保全業務実施にあたり、受注者の過失、その他受注者の責に帰すべき事由により設

備に損傷を与えた場合、速やかに監督職員に報告するとともに責任をもって復旧すること。

（２）些細な事項の実施

受注者は、本保全業務の実施にあたり、支給品及び貸与品の軽微な整理等、業務上当然必要とな

る事項については、受注者の責任において実施すること。

（３）不用品の処理

受注者は、保全業務の実施中に減耗、交換等による不用品が生じた場合は、監督職員の指示に従

い所要の処理を行うこと。

（４）身分証明の携帯等

受注者は、身分を明確にするため、常時身分証明書を携帯させるとともに、社章を着用させるこ

と。

（５）秘密の保持

受注者は、業務上知り得た内容を第三者に漏らすことのないよう、就業規則により定めているこ

と。

（６）安全管理

① 受注者は、監督職員から安全に関する情報・指示があった場合、遅滞なく業務責任者に周知

し安全を図ること。

② 受注者は、現場作業において安全上の問題が発生した場合、遅滞なく監督職員に報告し、監

督職員と協力して適切な措置と再発防止策を実施すること。

③ 受注者は、保全業務においてヒヤリ・ハット等の不安全箇所や状態等の安全に係る情報を積

極的に収集し、監督職員に書面による報告を行うこと。



- 5 -

④ 受注者は、不安全事象が発生した場合、状況調査や原因究明に努めること。

⑤ 受注者は、国から参加要請があれば、国が実施する緊急時対応訓練に参加すること。

（７）立入申請

受注者は、本保全業務を行うため、電源局舎、庁舎等の立入に際しては、速やかに中部国際空港

長の承諾等必要な手続きを行うこと。また、空港内制限区域への立ち入りは、中部国際空港(株)

が定める「中部国際空港制限区域安全管理規程」等の規程類に従うとともに必要な手続きを行う

こと。

（８）他工事との調整

本保全業務と他の作業が競合する場合は、受注者において本保全業務に支障が無いよう調整する

こと。

（９）現場等の整理、整頓

現場においては、ごみを散らすことのないよう注意するとともに、整理整頓に努め、常に清潔に

しておくこと。

（１０）資料の閲覧

本保全業務における仕様書、設計図書、空港管理規則等は国土交通省大阪航空局中部空港事務所

にて閲覧することができる。

１．２ サービスの質の設定

本保全業務の実施にあたり達成すべき質及び最低限満たすべき水準は以下のとおりとする。

１．２．１ 保全業務の質

基本的な方針 主要事項 測定指標 備考

保全業務の実施により、

航空の安全かつ円滑な運

航を可能にすること。

信頼性の確保 機器の不具合における障

害の緊急時の対応を全て

行うこと。

障害時の緊急時の対応未

実施件数０件を目標とす

る。

安全性及び品質の確保 保全業務の安全管理体制

不備に起因する当該設備

内での作業員等の人身事

故がないこと。

作業員等の人身事故の発

生件数０件を目標とする

。

保全業務の不備に起因す

る電気設備の障害による

航空保安施設の停止がな

いこと。

航空保安施設の停止件数

０件を目標とする。
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１．２．２ 保全業務の各作業種別において確保すべき水準

次に整理する要求水準を確保すること。なお、保全業務における現行基準は、従来の実施

方法として、本実施要項（６．）で開示する情報に定める内容とする。ただし、従来の実施

方法については、改善提案を行うことができる。

（１）定期点検等及び保守

指定された点検内容を実施し、機器の性能を常時適切な状態に保つこと。

（２）運転・監視及び日常点検・保守

① 指定された業務を実施して、電気設備等の異常又は異常の予兆を把握すること。

② 障害発生時に状況を把握して、連絡体制表に基づき迅速かつ適切に関係各者へ連絡す

ること。

（３）緊急時の対応

復旧に必要な人員、材料及び機材等を準備し、指定された作業内容を行うこと。

１．２．３ 創意工夫の発揮可能性

保全業務を実施するに当たっては、以下の観点から受注者の創意工夫を反映し、包括的な

質の向上、効率化の向上、信頼性の向上等公共サービスの質の向上に努めるものとする。

（１）保全業務の実施全般に対する改善提案

受注者は、保全業務の質の向上について改善すべき提案がある場合は、別途定める様式

に従い、具体的な方法等を提案すること。

（２）保全業務の実施方法に対する改善提案

受注者は、保全業務の実施方法について、改善すべき提案がある場合は、別途定める様

式に従い、具体的な方法等を提案すること。ただし、現行以上の質のレベルが確保でき

る根拠等を示すこと。

（３）訓練体制に対する提案

受注者は、訓練体制（安全管理、技能向上）について提案がある場合は、別途定める様

式に従い、具体的な方法等を提案すること。

１．２．４ 請負費の支払い方法

（１）国は、事業期間中の検査・監督を行い、業務の質及び最低水準の確保の状況を確認した上で、請

負費を支払うものとする。検査・監督の結果、業務の質及び最低水準の確保がなされていない場

合、国は業務を行うように指示し、受注者に対し速やかに業務改善書を国に提出させるものとす

る。国は業務改善の確認ができない限り請負費の支払いは行わないものとする。

（２）請負費の支払いに当たっては年12回までとし、受注者は当該月分の業務完了後、国との間で定め

る書面により支払い請求を行い、国は、これを受領した日から３０日以内に業務の達成状況に応

じた金額を受注者に支払うものとする。

１．２．５ 費用負担等に関する留意事項

（１）保守用工具類

保全業務に必要な工具、計測機器等の機材は、各設備に付属して設置されているものを除き、受

注者の負担とする。

（２）保守材料

保全業務に必要な消耗部品、材料、油脂等は、受注者の負担とする。ただし、発注者から支給さ

れるものは除く。

清掃に必要な資機材は、受注者の負担とする。

（３）光熱水料及び電話

保全業務の実施に必要な電気・水道等の使用に係る費用については無償とする。ただし、保全業

務に必要な外線電話等の使用にかかる費用については受注者の負担とする。
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（４）事務室等

保全業務に必要な居室事務室等は監督職員の指定する場所とし、これを無償で貸与する。ただし、

保全業務以外の用に供してはならない。

（５）貸与資料

保全業務の実施に先立ち、次の関係資料を貸与できるものとする。なお、業務終了後速やかに返

却すること。

諸官庁提出書類控え

・電気工作物に関する保安規程（細則を含む）

工事業者関連簿

・緊急連絡体制一覧表 ・工事関係者一覧表

設備関連

・設備機器台帳 ・予備品、備品一覧表 ・什器備品一覧表

点検・検査記録簿関連

・事故･修繕･更新記録 ・使用前自主検査記録 ・定期自主検査記録

図面類

・完成図 ・完成図の第二原図 ・各種施工図 ・機器完成図 ・試験成績書等管理資料

（６）車両

受注者は、この保全業務を実施するために必要な車両を配置すること。

配置する車両は、制限区域内で使用するため中部国際空港株式会社の「車両使用承認」を受ける

こと。

また、業務に必要な駐車場として、監督職員が指定する駐車区域を利用することができる。なお、

利用に際し、中部国際空港長の承諾を受けること。

２．実施期間に関する事項（法第１４条第２項第２号）

保全業務の実施期間は、平成２５年４月１日から平成２８年３月３１日までとする。

本入札に係る落札及び契約締結は、保全業務に係る平成２５年度予算が成立し、予算示達がなされ

ることを条件とする。

３．入札参加資格に関する事項（法第１４条第２項第３号及び第３項）

次の（３．１）から（３．８）のすべての要件を満たすこと。

３．１ 法第１５条において準用される第１０条各号（ただし、第１１号を除く。）に該当する者でない

こと。

３．２ 予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号。以下「予決令」という。）第７０条の規定に

該当しない者であること。なお、未成年、被補佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要

な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。

３．３ 予決令第７１条の規定に該当しないこと。

３．４ 平成２２・２３・２４年度国土交通省競争参加資格（全省庁統一資格）のうち「役務の提供等（建

物管理等各種保守管理）」の「Ａ又はＢ等級」に格付けされ、指定される地域（東海・北陸地域）

において資格を有する者。
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３．５ 競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、

大阪航空局長から「航空局所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」（昭和５９年６月２

８日付空経第３８６号）に基づく指名停止を受けていないこと。

３．６ 業務実績

次に掲げる業務実績を有すること。

平成９年４月１日以降に完了した下記の業務（以下「同種業務」という。）の実績を有すること。

なお、企業の業務実績にあっては、元請けとして完了したものに限る。

・高圧受配電盤の保全業務又は高圧受配電盤５面以上で構成される受配電設備機器設置工事。

３．７ 業務責任者の資格、実務経験等

建築保全業務積算基準における技術者区分（保全技師Ⅰ）の技能・実務経験等の要件を満たし、

直接的かつ、恒常的な雇用関係にある者。

３．８ 保全業務の提供に関する適正

保全業務の提供に関して業務計画等下記項目が適正に提供できる者であること。

① 業務計画

契約締結から業務完了までの計画が適切であること。

② 要員監理

連続運転監視体制の維持及び的確な運転監視業務の提供について、業務体制が適切であるこ

と。

③ 安全・品質・管理等

安全、保守品質等に関する組織の管理体制を有していること。

④ 緊急時の連絡体制

緊急時（平日、休日、夜間問わず）の連絡体制が整っていること。

⑤ 緊急時の対応（支援策）

緊急時の支援策として、遅滞なく業務担当者を応援できる体制が整っていること。

３．９ 入札参加グループでの入札について

３．９．１ 全体要件

（１）適正に業務を遂行できる入札参加グループを結成して入札に参加することができる。その場合、

申請書類提出時までに入札参加グループを結成し、代表企業及び代表者を定め、他の者はグルー

プ企業として参加する。なお、代表企業及びグループ企業が、他の入札参加グループに参加、も

しくは単独で入札に参加することは出来ない。また、代表企業及びグループ企業は、代表者及び

他の構成員の役割及び責任の分担並びに代表企業の役割を他の構成員が代替・保障する旨を明記

した入札参加グループ結成に関する協定書（又はこれに類する書類）（以下「協定書」という。）

を作成し、申請書類と併せて提出すること。

（２）入札参加者は、入札参加グループとして参加する場合、申請書類の提出期限の日以降は、入札参

加グループを構成する者の変更を認めない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合は、国はそ

の事情を検討のうえ、可否の決定をするものとする。

（３）入札参加グループの代表企業は、本実施要項（３．）に示す入札参加資格に関する事項（３．１）

から（３．９）の全ての要件を満たすこと。

３．９．２ 個別要件

入札参加グループで保全業務を実施する場合、代表企業は保全業務全体の企画立案を担当するもの

とし、保全業務全体の企画立案、定期点検等及び保守、運転・監視及び日常点検・保守、緊急時の

対応の各保守業務を包括的に管理するものとする。
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４．入札に参加する者の募集に関する事項（第１４条第２項第４号）

４．１ 入札の手続及びスケジュール

本件は、下記４．２．１に示す提出書類の提出、入札を電子入札システムで行う対象案件であ

り、電子入札システムによる場合は、電子認証（ＩＣカード）を取得していること。

なお、電子入札システムによりがたい場合は、紙入札による参加願を提出すること。

手続 スケジュール

入札公告 平成２４年１２月上旬ころ

入札説明資料の配付 平成２４年１２月上旬ころ

申請書類及び技術提案書に関す

る質疑応答期限

平成２５年１月上旬ころ

申請書類及び技術提案書の提出

期限

平成２５年１月上旬ころ

入札等に関する質疑応答期限 平成２５年１月下旬ころ

競争参加資格結果通知 平成２５年１月下旬ころ

入札書の提出期限 平成２５年２月上旬ころ

開札・落札予定者等の決定 平成２５年２月上旬ころ（ただし、低入札の場合は除く）

契約締結 平成２５年４月１日

４．２ 入札実施手続

４．２．１ 提出書類

入札に参加する者（以下「入札参加者」という。）は、次に掲げる申請書類、技術提案書、

入札金額を記載した書類（以下「入札書」という。）及び誓約書を提出すること。

なお、上記の入札金額には、本保全業務に要する一切の諸経費の１０５分の１００に相当

する金額を記載することとする。

また、本実施要項にない具体的項目は入札説明書によるものとする。

（１）申請書類

① 競争参加資格確認申請書【申請様式１】

② 業務実績【申請様式２】

③ 業務責任者の資格、実務経験等【申請様式３】

④ 業務の考え方、認識【申請様式４】

⑤ 管理体制【申請様式５】

⑥ 入札参加グループで参加する場合の協定書の写し（任意様式）

（２）技術提案書

入札参加者が提出する技術提案書は、本実施要項（５．）で示す総合評価を受けるため

に、次の事項を記載した技術提案書を提出する。

① 業務の質についての提案【提案様式１】

② 実施方法についての提案【提案様式２】
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③ 訓練体制についての提案【提案様式３】

（３）誓約書【誓約書様式】

入札参加者は、法第１０条第４号及び第６号から第９号までの暴力団排除条項に該当し

ないこと等に関する誓約書を提出すること。

（４）意見聴取対象者リスト【意見聴取対象者リスト様式】

落札予定者は、開札後大阪航空局の求めに応じ、すみやかに意見聴取対象者リストを提

出すること。

４．２．２ 紙入札方式による開札にあたっての留意事項

（１）開札は、入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札参加者又はその代理人が

立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち合わせて行う。

（２）入札参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することは出来ない。

（３）入札参加者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競

争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければ

ならない。

（４）入札参加者又はその代理人は、入札中は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた

場合のほか、開札場を退場することが出来ない。

５．対象公共サービスを実施する者を決定するための評価の基準その他の対象公共サービスを実施する者

の決定に関する事項（法第１４条第２項第５号）

保全業務を実施する者（以下「落札者」という。）の決定は、総合評価方式によるものとする。な

お、審査は国に設置する学識経験者が参画する第三者委員会（第三者委員会は、必ず１名以上の学識

経験者が参画し、評価方法や落札者の決定について審議するが、委員は自己又は３親等以内の親族の

利害に関係のある議事に加わることができない。）において行うものとする。

５．１ 落札者決定に当たってのサービスの質の評価項目の設定

落札者を決定するための評価は、提出された競争参加資格確認申請書及び技術提案書の内容が、

保全業務の目的・趣旨に沿って実行可能なものであるか（必須項目審査）、また、効果的なもの

であるか（加算点項目審査）について行うものとする。

５．１．１ 必須項目審査

必須項目審査においては、入札参加者が競争参加資格確認申請書及び技術提案書に記載した

内容が、次の必須項目を満たしていることを確認する。すべて満たしている場合は標準点（100

点）を付与し、１項目でも満たしていない場合は失格とする。

（１）業務の考え方、認識

保全業務を適正かつ円滑に行う方針が記載され、計画的な業務の実施が検討されている

こと。

（２）管理体制

業務責任者、業務担当者の業務遂行体制及び責任の所在が明確になっていること。

５．１．２ 加算点項目審査

必須項目審査で合格した入札参加者に対して、次の加算点項目について審査を行う。なお、

提案内容については、具体的でありかつ効果的な実施が期待されるかという観点から、基本的

には、従来の実施方法と提案内容との比較を行い、絶対評価により加算する。（30点）

（１）業務の質についての提案内容（9点）

質の維持・向上に対する提案の内容に創意工夫が見られるか。

（２）実施方法についての提案内容（9点）
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実施方法についての提案が、業務の迅速性の向上又は機器の信頼性の向上を図るもの

であり、内容に創意工夫がみられるか。

（３）訓練体制についての提案内容（6点）

訓練体制（安全管理、技能向上）に対する提案の内容に創意工夫がみられるか。

（４）業務実績（1点）

過去に電気設備保全業務に係る実績があるか。

（５）業務実施体制（3点）

業務責任者の能力について（能力評価については累積加算とする）

業務責任者の常駐の有無について

（６）現場フォローアップ（1点）

緊急時の支援対策について

（７）品質管理・環境マネジメントシステムの取組状況（1点）

ISO9001及びISO14001の双方又はいずれかの認証を取得しているか。

５．１．３ 上記５．１．１及び５．１．２の評価項目並びにそれぞれの配点については、評価表（別紙３）

による。

５．２ 落札者決定に当たっての評価方法

５．２．１ 落札者の決定方法（除算方式）

必須項目審査により得られた標準点（100点）に加算点項目審査の得点（最高30点）を加算

し、入札価格で除した値を評価値とし、入札参加者中で最も高い値の者を落札者として決定す

る。

評価値＝（標準点（100点）＋加算点項目審査の得点（最高30点））÷入札価格

５．２．２ 留意事項

（１）当該落札者の入札価格が予定価格の一定割合に満たない場合は、その価格によって契約の内容に

適合した履行がなされないおそれがあると認められるか否かについて改めて調査し、該当するお

それがあると認められた場合又は契約の相手方となるべき者と契約を締結することが公正な取引

の秩序を乱すおそれがあって、著しく不適当であると認められた場合には、予定価格の制限の範

囲内の価格をもって入札した他の者のうち、評価値が最も高い１者を落札者として決定すること

がある

（２）落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当該入札参加者又はその代理人にくじを引か

せ、落札者を決定するものとする。また、入札参加者又はその代理人が直接くじを引くことがで

きないときは、入札執行事務に関係ない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するもの

とする。

（３）落札者が決定したときは、遅滞なく落札者の氏名若しくは名称、落札金額、落札者の決定の理由

並びに提案された内容のうち具体的な実施体制及び実施方法の概要について、官民競争入札等監

理委員会に報告するとともに公表するものとする。

５．３ 初回の入札で落札者が決定しなかった場合の取扱について

入札参加者又はその代理人のうち予定価格の制限の範囲内に達した価格の入札がないときは、直

ちに再度の入札を行うこととし、これによってもなお落札者となるべき者が決定しない場合には、

原則として予決令第９９条の２の規定に基づく随意契約には移行しない。

６．対象公共サービスに関する従来の実施状況に関する情報の開示に関する事項（法第１４条第２項第６

号及び第４項）

従来の実施に関する情報は、別添資料のとおり。
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７．公共サービス実施民間事業者に使用させることができる国有財産に関する事項（法第１４条第２項第

７号）

保全業務の実施において、使用させることができる国有財産は次のとおりとする。また、当該国有

財産を損傷した場合は、受注者は原状回復の上、国へ返却すること。

７．１ 事務室等

受注者が保全業務に関する事務を行うために必要な場所は、国が準備する。なお、使用に当た

っては、無償で使用することが出来る。

ただし、受注者において持ち込んだ設備、機器等については、契約終了までに撤去し原状回復

すること。

８．公共サービス実施民間事業者が、対象公共サービスを実施するに当たり、国の行政機関等の長等に対

して報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置その他の対象公共サービスの適正かつ確

実な実施の確保のために契約により公共サービス実施民間事業者が講ずべき措置に関する事項（法第１

４条第２項第９号）

８．１ 報告等について

８．１．１ 業務計画書の作成と提出

受注者は、業務開始に際し速やかに保全業務の詳細について監督職員と打合せを行い、そ

の打合せ結果に基づき、次の事項を含む保全業務実施計画書を作成し、国に提出すること。

（１）業務体制表（技術者名簿を含む）

（２）連絡体制表（緊急対応実施時の連絡を含む）

（３）勤務体制表

（４）訓練体制表

（５）年間作業計画（案）

（６）その他必要な事項

８．１．２ 業務報告書の作成と提出

受注者は、保全業務の履行結果を正確に記載した業務実施報告書、保全（定期・特別）作業

報告書、保全（緊急）作業報告書及び点検記録簿、勤務時間実績書及び月間保全作業実績書を

作成し提出する。

（１）受注者は、業務実施報告書を毎日、業務終了後に作成し提出すること。

（２）受注者は、保全（定期・特別）作業報告書を該当する保全作業終了後速やかに作成し提

出すること。

（３）受注者は、点検記録簿を実施後に作成し提出すること。

（４）受注者は、勤務時間実績書及び月間保全作業実績書を月単位に取りまとめ、支払い請求

時に提出すること。

８．１．３ 国の検査・監督体制

受注者からの報告を受けるに当たり、国の検査・監督体制は次のとおりとする。

（１） 保全業務の検査・監督体制として国は国土交通省大阪航空局中部空港事務所職員に検

査職員及び監督職員を任命する。
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８．２ 国による調査への協力

国は、受注者による業務の適正かつ確実な実施を確保する必要があると認めるときは、受注者に

対し、以下の事項に関し必要な報告を求め、又は受注者の事務所（業務実施場所を含む）に立ち入

り、業務の実施状況又は帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができ

る。

立ち入り検査を実施する国の職員は、検査等を行う際には当該検査等が法第２６条第１項に基づ

くものであることを受注者に明示するとともに、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示す

るものとする。

８．３ 指示について

国は、受注者による業務の適切かつ確実な実施を確保するために必要があると認めるときは、

受注者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができるものとする。

また、上記によらず、業務の検査・監督において業務の質の低下につながる問題点を確認した

場合は、その場で指示を行うことができるものとする。

８．４ 秘密の保持

受注者は、保全業務に関して国が開示した情報等（公知の事実等を除く。）及び業務遂行過程

で作成した提出物等に関する情報を漏洩してはならないものとし、そのための必要な措置を講ず

ること。受注者（その者が法人である場合にあっては、その役員）若しくはその社員その他の保

全業務に従事している者又は従事していた者は業務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはな

らない。これらの者が秘密を漏らし、又は盗用した場合は、法５４条により罰則の適用がある。

８．５ 契約に基づき受注者が講ずべき措置

８．５．１ 業務の開始及び中止

（１）受注者は、締結された本契約に定められた業務開始日に確実に保全業務を開始しなければならな

い。

（２）受注者は、やむを得ない事由により保全業務を中止しようとするときは、あらかじめ国の承諾を

受けなければならない。

８．５．２ 金品等の授受の禁止

受注者は、保全業務において、金品等を受け取ること又は与えることをしてはならない。

８．５．３ 宣伝行為の禁止

（１）受注者及び保全業務に従事する者は、保全業務の実施にあたって、自らが行う業務の宣伝を行っ

てはならない。

（２）受注者及び保全業務を実施する者は、保全業務の実施の事実をもって、第三者に対し誤解を与え

るような行為をしてはならない。

８．５．４ 法令の遵守

受注者は、保全業務を実施するにあたり適用を受ける関係法令等を遵守しなくてはならな

い。

８．５．５ 安全衛生

受注者は、保全業務に従事する者の労働安全衛生に関する労務管理については、責任者を

定め、関係法令に従って行わなければならない。

８．５．６ 記録・帳簿書類等

受注者は、実施年度毎に保全業務に関して作成した記録や帳簿書類を、保全業務を終了し、

又は中止した日の属する年度の翌年度から起算して５年間保管しなければならない。
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８．５．７ 権利の譲渡

受注者は、原則として本契約に基づいて生じた権利の全部又は一部を第三者に譲渡しては

ならない。

８．５．８ 権利義務の帰属等

（１）保全業務の実施が第三者の特許権、著作権その他の権利と抵触するときは、受注者は、その責任

において、必要な措置を講じなくてはならない。

（２）受注者は、保全業務の実施状況を公表しようとするときは、あらかじめ国の承諾を受けなければ

ならない。

８．５．９ 引継ぎ

業務引継ぎに必要な措置として、受注者は業務の開始前に、現に当該業務を実施している

受注者から、業務の実施に必要な引継ぎを受けることができる。

なお、業務責任者に対する業務処理上のノウハウの引継ぎがある場合は、能力・経験を踏

まえた上で、国が十分な期間を確保して行うものとする。

また、受注者は、業務の終了に伴い受注者が変更する場合は、必要に応じ次期受注者に対

し必要な引継ぎを行うものとする。

８．５．１０ 再委託の取扱い

（１）受注者は、保全業務の実施に当たりその全部を一括して再委託してはならない。

（２）受注者は、保全業務の実施に当たりその一部について再委託を行う場合は、原則としてあらかじ

め技術提案書において、再委託に関する事項（再委託先の住所・名称・再委託先に委託する業務

の範囲、再委託を行うことの合理性及び必要性、再委託先の業務履行能力並びに報告徴収その他

業務管理の方法）について記載しなければならない。

（３）受注者は、本契約締結後やむを得ない事情により再委託を行う場合には、再委託に関する事項を

明らかにしたうえで国の承諾を受けなければならない。

（４）受注者は、上記（２）及び（３）により再委託を行う場合には再委託先から必要な報告を徴収し

なければならない。

（５）再委託先は、上記の秘密の保持等、金品等の授受の禁止、宣伝行為の禁止、国との契約によらな

い自らの業務の禁止については、受注者と同様の義務を負うものとする。

８．５．１１ 契約変更

国及び受注者は、保全業務の質の向上の推進、又はその他やむを得ない事由により本契

約の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ変更の理由を書面によりそれぞれの相手

方へ提出し、それぞれの相手方の合意を得なければならない。

８．５．１２ 契約解除

国は、受注者が次のいずれかに該当するときは、契約を解除するこができる。

（１）偽りその他不正の行為により落札者となったとき。

（２）法第１０条各号（ただし、第１１号を除く。）の規定による民間競争入札に参加する者

に必要な資格の要件を満さなくなったとき。

（３）本契約に従って保全業務を実施できなかったとき、又はこれを実施することができない

ことが明らかになったとき。

（４）上記（３）に掲げる場合のほか、本契約において定められた事項について重大な違反が

あったとき。

（５）法律又は本契約に基づく報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、

若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
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（６）法令又は本契約に基づく指示に違反したとき。

（７）受注者又はその他の保全業務に従事する者が、法令又は本契約に違反して、保全業務の

実施に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用したとき。

（８）暴力団員を業務の統括にする者又は従業員としていることが明らかになったとき。

（９）暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していることが明らかにな

ったとき。

８．５．１３ 契約解除時の取扱い

（１）上記８．５．１２に該当し、契約を解除した場合には、国は受注者に対し、当該解除の日まで公

共サービスを契約に基づき実施した期間にかかる請負費を支給する。

（２）この場合、受注者は、契約金額の１０分の１に相当する金額を違約金として国の指定する期間内

に納付しなければならない。

（３）国は受注者が前項の規定による金額を国の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限

の翌日から起算して支払いのあった日までの日数に応じて、年１００分の５の割合で計算した金

額を延滞金として納付させることができる。

（４）国は契約の解除及び違約金の徴収をしてもなお損害賠償の請求をすることができる。

８．５．１４ 契約の解釈

本契約に関して疑義が生じた事項については、その都度、受注者と国が協議をするもの

とする。

８．５．１５ 業務途中における入札参加グループからの脱退

代表企業及びグループ企業は、保全業務を完了する日までは入札参加グループから脱退

することはできない。

８．５．１６ 業務途中におけるグループ企業の破産又は解散に対する処置

グループ企業のうちいずれかが業務途中において破産又は解散した場合においては、国

の承諾を得て、残存グループ企業が共同連帯して当該グループ企業の業務を完了するもの

とする。

ただし、残存グループ企業のみでは適正な履行の確保が困難なときは、残存グループ企

業全員及び国の承諾を得て、新たな構成員を当該入札参加グループに加入させ、当該グル

ープ企業を加えたグループ企業が共同連帯して破産又は解散したグループ企業の分担業務

を完了するものとする。

８．５．１７ 談合等不正行為があった場合の違約金等の取扱い

（１）受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は国の請求に基づき、契約額（本

契約締結後、契約額の変更があった場合には、変更後の契約額）の１０分の１に相当する額を違

約金として国の指定する期間内に支払わなければならない。

① 本契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５

４号。以下「独占禁止法」という。） 第３条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である

事業者団体が独占禁止法第８条第１号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に

対し、独占禁止法第７条の２第１項（独占禁止法第８条の３において準用する場合を含む。）の

規定に基づく課徴金の納付命令（以下「納付命令」という。）を行い、当該納付命令が確定した

とき（確定した当該納付命令が独占禁止法第５１条２項の規定により取り消された場合を含む。）

② 納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく 排除措置命令（次号におい

て「納付命令又は排除措置命令」という。）において、本契約に関し、独占禁止法第３条又は第

８条第 1 号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
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③ 納付命令又は排除措置命令により、受注者に独占禁止法第３条又は第８条第１項第１号の規定に

違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象になった取引分野が示された

場合において、本契約が当該期間（これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が落札事

業者に対して納付命令を行いこれが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎

である当該違反する行為の実行期間を除く。）に入札（見積書の提出を含む。）が行われたもの

であり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。

④ 本契約に関し、受注者（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑法（明治４０年法

律第４５号）第９６条の３又は独占禁止法第８９条第１項第１号若しくは同項第２号若しくは第

９５条第１項第１号に規定する刑が確定したとき。

（２）受注者は上記（１）の規定による金額を国の指定する期日までに支払わないときは、その支払期

限の翌日から起算して支払いのあった日までの日数に応じて、年１００分の５の割合で計算した

金額を延滞金として支払わなければならない。

９．公共サービス実施民間事業者が対象公共サービスを実施するに当たり第三者に損害を加えた場合にお

いて、その損害の賠償に関し契約により当該公共サービス実施民間事業者が負うべき責任（国家賠償法

の規定により国の行政機関等が当該損害の賠償の責めに任ずる場合における求償に応ずる責任を含む。）

に関する事項（法第１４条第２項第１０号）

本契約を履行するにあたり、受注者又はその職員その他の当該公共サービスに従事する者が、故意

又は過失により、当該公共サービスの受益者等の第三者に損害を加えた場合には、次に定めるところ

によるものとする。

９．１ 国が国家賠償法（明治２２年法律第１２５号）第１条第１項等に基づき当該第三者に対する賠償

を行ったときは、国は受注者に対し、当該第三者に支払った損害賠償額（当該損害の発生について、

国の責めに帰すべき理由が存する場合は、国自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分に限る。）

について求償することができる。

９．２ 受注者が民法（明治２９年法律第８９号）第７０９条等に基づき当該第三者に対する賠償を行っ

た場合であって、当該損害の発生について国の責めに帰すべき理由が存するときは、当該受注者は

国に対し、当該第三者に支払った損害賠償額のうち自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分に

ついて求償することができる。

１０．対象公共サービスに係る法第７条第８項に規定する評価に関する事項（法第１４条第２項第１１号）

１０．１ 実施状況に関する調査の時期

内閣総理大臣が行う評価の時期（平成２７年６月を予定）を踏まえ、当該業務の実施状況に

ついては、平成２７年３月３１日時点における状況を調査するものとする。

１０．２ 調査方法

国は受注者が実施した業務の内容について、その評価が的確に実施されるように、実施状況

等の調査を行うものとする。

ただし、本実施要項（１．２．１）における業務の質として設定した項目については、随時

確認することとし、上述の調査に併せて集計する。

また、必要に応じて従来の実施状況との比較分析を行うものとする。
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１０．３ 調査項目

１０．３．１ 本実施要項（１．２．１及び１．２．２）に示すサービスの質に関する項目に業務の本実

施要項（１．２．３）での提案を反映し確定した業務の履行状況。

１０．４ 上記調査項目に関する内容については、保全業務の実施状況等を内閣総理大臣及び官民競争入

札等監理委員会へ平成２７年５月を目処に提出するにあたり、国に設置する学識経験者が参画す

る第三者委員会に報告を行い、意見を聴くものとする。

１１．その他対象公共サービスの実施に関し必要な事項その他

１１．１ 対象公共サービスの実施状況等の官民競争入札等監理委員会への報告及び公表対象公共サービ

スの実施については、本実施要項（８．１）に示す報告等を踏まえ、国において年度毎に取りま

とめて官民競争入札等監理委員会へ報告するとともに公表することとする。

また、国は、受注者に対する会計法令に基づく監督・検査の状況について、保全業務終了後に

官民競争入札等監理委員会へ報告するとともに、法第２６条及び第２７条に基づく報告徴収、立

入検査、指示等を行った場合には、その都度、措置の内容及び理由並びに結果の概要を官民競争

入札等監理委員会へ報告することとする。

１１．２ 国の監督体制

本契約に係る監督は、契約担当官等が、自ら又は補助者に命じて、立会い、指示その他の適

切な方法によって行うものとする。

本保全業務の実施状況に係る監督は本実施要項（８．）により行うこととする。

１１．３ 受注者が負う可能性のある主な責務等

１１．３．１ 受注者の責務等

本保全業務に従事する者は、刑法その他の罰則の適用については、法第２５条第２項の

規定により公務に従事する職員とみなされる。

１１．３．２ 罰則等

（１）次のいずれかに該当する者は、法第５５条の規定により３０ 万円以下の罰金に処されることとな

る。

① 本実施要項（８．１．１）による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は本実施要項（８．

２）による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚

偽の答弁をした者

② 正当な理由なく、本実施要項（８．３）による指示に違反した者

（２）法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に

関し、上記（１）の違反行為をしたときは、法第５６条の規定により、行為者を罰するほか、そ

の法人又は人に対して前記（１）の刑を科されることとなる。

１１．３．３ 会計検査について

受注者は、公共サービスの内容が会計検査院法（昭和２２年法律第７３号）第２２条に

該当するとき、又は同法第２３条第１項第７号に規定する「事務若しくは業務の受託者」

に該当し、会計検査院が必要と認めるときには、同法第２５条及び２６条により、会計検

査院の実地の検査を受けたり、同院から直接又は国土交通省大阪航空局を通じて、資料・

報告等の提出を求められたり質問を受けたりすることがある。
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区 分 分 類 数量 単位 点検周期 備考

Ⅰ．定期点検等及び保守

１．電灯設備、動力設備

（１）分電盤・開閉器箱 20回路未満 55 面 年１回

20回路以上 27 面 年１回

（２）幹線 800mm未満 194 ｍ 年１回

800mm以上 46 ｍ 年１回

２．受変電設備

（１）電気室、配電盤等 配電盤 高圧配電盤（昼間） 22 面 年１回

高圧配電盤（夜間） 59 面 年１回

低圧配電盤（昼間） 13 面 年１回

低圧配電盤(夜間） 6 面 年１回

低圧配電盤（昼間）11回路以上 7 面 年１回

低圧配電盤（夜間）11回路以上 5 面 年１回

バスダクト（夜間） 1 系統 年１回

高圧ケーブル（夜間） 29 系統 年１回

（昼間） 28 極 年１回

（夜間） 19 極 年１回

（２）変圧器 500KVA以下（昼間） 12 台 年１回

500KVA以下（夜間） 9 台 年１回

500KVA超（夜間） 4 台 年１回

（３）交流遮断器 （昼間） 14 台 年１回

（夜間） 40 台 年１回

（４）断路器 動力断路器 （昼間） 8 台 年１回

（夜間） 4 台 年１回

（５）計器用変成器 （昼間） 30 台 年１回

（夜間） 42 台 年１回

（６）避雷器 （昼間） 8 台 年１回

（夜間） 4 台 年１回

（７）高圧電磁接触器 （夜間） 6 台 年１回

（８）力率改善装置 （昼間） 2 台 年１回

（夜間） 8 台 年１回

直列リアクトル （夜間） 6 台 年１回

（９）指示計器・保護継電器 指示計器 配電盤に含む

保護継電器 （昼間） 38 台 年１回

（夜間） 95 台 年１回

３．直流電源設備

（１）整流装置 １００Ｖ系 鉛蓄電池（400Ah以下） 8 組 年１回
6ヶ月１回点検を
1年１回で実施

（２）蓄電池 (400Ah以下） 432 組 年１回
6ヶ月１回点検を
1年１回で実施

保全業務対象設備一覧表

項 目

ケーブルラック

接地抵抗

モールド

真空遮断器

外部配線

高圧進相コンデンサ

小型制御式鉛蓄電池

実施要項1.1.4(1)1)
①(a),(b),(c),(d),(e)
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区 分 分 類 数量 単位 点検周期 備考

保全業務対象設備一覧表

項 目

Ⅰ．定期点検等及び保守

４．外灯

（１）外灯 1基1灯 82 基 年１回

５．雷保護設備

（１）雷保護設備 (1)受電部 突針 1 基 年１回

(2)接地極 接地極 7 箇所 年１回

６．構内配電線路・構内通信線路 (1)マンホール 26 基 年１回

７．太陽光発電設備

（１）太陽光発電設備 （昼間） 1 式 ６ヶ月１回/年１回 周期１

（昼間） 1 式 ６ヶ月１回/年１回 周期１

（昼間）１０ｋｗ×３台 1 式 ６ヶ月１回/年１回 周期１

（昼間） 1 式 ６ヶ月１回/年１回 周期１

（昼間） 1 式 ６ヶ月１回/年１回 周期１

絶縁防護具 (1)検電器 3 個 ６ヶ月１回

(2)ＤＳ棒 1 組 ６ヶ月１回

(3)絶縁ゴム手袋 3 組 ６ヶ月１回

(4)絶縁ゴム長靴 2 組 ６ヶ月１回

(5)ヘルメット 13 個 ６ヶ月１回

接続箱

ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ・系統連系装置

接地

発電状態

太陽光アレイ
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区 分 分 類 数量 単位 点検周期 備考

保全業務対象設備一覧表

項 目

Ⅱ．運転・監視及び日常点検・保守

電気設備

１．電灯・動力設備 4,285 m2 １ヶ月１回

(2)分電盤 78 面 １ヶ月１回

8,271 m2 年１回

2．受変電設備 (2)高圧 盤類（閉鎖型） 高圧・低圧3面まで 6 面 １ヶ月１回

高圧・低圧4面から6面まで 6 面 １ヶ月１回

高圧・低圧7面から12面まで 12 面 １ヶ月１回

高圧・低圧13面から24面まで 19 面 １ヶ月１回

高圧・低圧25面から 32 面 １ヶ月１回

変圧器 13 台 日常
実施要項１．１．４（２）２）
①(a)、(b)

変圧器 13 台 １週１回
実施要項１．１．４（２）２）
①(ｃ)

変圧器 13 台 ３ヶ月１回
実施要項１．１．４（２）２）
①(ｄ)

交流遮断器 40 台 日常

計器用変成器 42 台 １週１回

指示計器・表示操作類 37 面 日常

指示計器・表示操作類 74 個 １ヶ月１回

高圧進相コンデンサ 8 台 １週１回

(3)低圧 指示計器・表示操作類 16 面 日常

指示計器・表示操作類 40 個 １ヶ月１回

３．直流電源設備 (1)整流装置 4 台 日常

4 台 １週１回

(2)蓄電池 4 組 １週１回

４．太陽光発電設備 公称出力30kW 1 組 １ヶ月１回

1 組 １ヶ月１回

1 組 １ヶ月１回

1 組 日常

５．外灯 82 基 日常

82 基 １ヶ月１回

６．雷保護設備 1 基 １ヶ月１回

７．構内配電線路・構内通信線路 マンホール 11 箇所 １ヶ月１回

監視制御設備

１．中央監視制御設備 (1)監視制御機器 1 式 日常
実施要項１．１．４（２）２）
②(a)

1 式 ６ヶ月１回
実施要項１．１．４（２）２）
②(b)､(c)､(d)

航空灯火

１．指向信号灯 PSL 2 灯 １ヶ月１回
実施要項1.1.4(2)2)③
(a),(b),(c)

２．航空障害灯 OM-7LA 3 灯 年１回
実施要項1.1.4(2)2)④
(a),(b),(c),(d)

(2)接続箱

(3)パワーコンディショナ

(5)発電状況

(1)突針

電源局舎・庁舎

(1)照明器具の点灯状態

(5)照明器具のランプ交換

(1)太陽電池アレイ
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区 分 分 類 数量 単位 点検周期 備考

保全業務対象設備一覧表

項 目

Ⅱ．運転・監視及び日常点検・保守

電気設備

１．電灯・動力設備 0 m2 １ヶ月１回

(2)分電盤 4 面 １ヶ月１回

471 m2 年１回

2．受変電設備 (2)高圧 盤類（閉鎖型） 高圧・低圧3面まで 12 面 １ヶ月１回

高圧・低圧4面から6面まで 12 面 １ヶ月１回

高圧・低圧7面から12面まで 13 面 １ヶ月１回

変圧器 12 台 １ヶ月１回
実施要項１．１．４（２）２）
①(a)、(b)､(c)

変圧器 12 台 ３ヶ月１回
実施要項１．１．４（２）２）
①(d)

交流遮断器 14 台 １ヶ月１回
日常点検を
1ヶ月１回で実施

計器用変成器 30 台 １ヶ月１回
１週１回点検を
1ヶ月１回で実施

指示計器・表示操作類 22 面 １ヶ月１回
日常点検を
1ヶ月１回で実施

指示計器・表示操作類 30 個 １ヶ月１回

高圧進相コンデンサ 2 台 １ヶ月１回
１週１回点検を
1ヶ月１回で実施

(3)低圧 指示計器・表示操作類 15 面 １ヶ月１回
日常点検を
1ヶ月１回で実施

指示計器・表示操作類 50 個 １ヶ月１回

３．直流電源設備 (1)整流装置 4 台 １ヶ月１回
日常点検を
1ヶ月１回で実施

4 台 １ヶ月１回
１週１回点検を
1ヶ月１回で実施

(2)蓄電池 4 組 １ヶ月１回
１週１回点検を
1ヶ月１回で実施

７．構内配電線路・構内通信線路 マンホール 15 箇所 １ヶ月１回

航空灯火

１．航空障害灯 OM-3A 4 灯 年１回 VOR/DME局舎

実施要項1.1.4(2)2)④
(a),(b),(c),(d)

(1)照明器具の点灯状態

(5)照明器具のランプ交換

無線サイト

※無線サイトとは、「第1ASR/SSR・TX局舎」「第2ASR/SSR・TX局舎」「第1RX局舎」「VOR/DME局舎」をいう。
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保全業務駐在員配置表

運用時間 00:00～24:00 ２４ｈ

駐在時間 00:00～24:00 ２４ｈ

平日 常駐保守員

保全技師Ⅰ 7.50h

引継 引継

保全技術員 7.50h

引継 引継

保全技術員 15.50h

保全技術員補 15.50h

平日以外 常駐保守員

保全技術員 7.50h

引継 引継

保全技術員補 7.50h

引継 引継

保全技術員 15.50h

保全技術員補 15.50h

休憩

休憩

休憩

休憩

休憩

7 14 15 16 1712 13 24

休憩

休憩

休憩

5 8 9 10 11 22 2320 2118 1961 2 3 4
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電気設備保全業務の評価項目・評価基準並びに配点基準

評価項目 評価基準 配点基準 評価点 ウェイト 計

① 業務の考え方、認識

保全業務を適正かつ円滑に
行う方針が記載され、計画
的な業務の実施が検討され
ていること。

② 管理体制

業務責任者、業務担当者の
業務遂行体制及び責任の
所在が明確になっているこ
と。

全体的に優れた提案となっている。又は特に高く評価すべき提案がなさ
れている。

3.0

一定の配慮や工夫がなされており評価できるが、特に優れた提案はなさ
れていない。

2.0

提案はあるが、特に評価すべき配慮や工夫は見られない。 1.0

未記入又は提案がない。 0.0

全体的に優れた提案となっている。又は特に高く評価すべき提案がなさ
れている。

3.0

一定の配慮や工夫がなされており評価できるが、特に優れた提案はなさ
れていない。

2.0

提案はあるが、特に評価すべき配慮や工夫は見られない。 1.0

未記入又は提案がない。 0.0

全体的に優れた提案となっている。又は特に高く評価すべき提案がなさ
れている。

3.0

一定の配慮や工夫がなされており評価できるが、特に優れた提案はなさ
れていない。

2.0

提案はあるが、特に評価すべき配慮や工夫は見られない。 1.0

未記入又は提案がない。 0.0

航空保安施設に係わる高圧受配電盤の保全業務の実績がある。 1.0

高圧受配電盤の保全業務の実績がある。 0.5

高圧受配電盤の保全業務の実績がない。 0.0

Ａ）電気主任技術者又は電気工事施工管理士を保有。 1.0

Ｂ）第1種電気工事士を保有。 0.5

上記以外の資格。 0.0

常駐あり。 1.5

常駐なし。 0.0

具体的な内容がある。 1.0

未記入又は具体的な内容がない。 0.0

両方取得している。 1.0

片方取得している。 0.5

取得していない。 0.0

※１．必須項目①、②、及び２．加算点項目④～⑦は競争参加資格確認申請書及び技術提案書の内容にて評価を行う。

※２．加算点項目①～③は技術提案書の内容にて評価を行う。

※３．航空保安施設とは、航空灯火、航空保安無線施設など航空の用に供する施設をいう。

⑦

⑥

④

③

現場フォローアップ 緊急時の支援対策について 1.0

品質・環境マネジメントシス
テムの取組状況

ISO9001/14001の認証を取
得しているのか。

1.0

30.0

－ 100.0100.0
すべて満たしている場合は標準点を付与、1項目でも満たしてない場合
は失格

・上記２．加算点項目①～③の評価項目に対して有効と思われる提案を簡潔かつ具体的（※留意点を参考）に技術提案書に記載してください。
・提案された内容が次に示す事項に当たる場合は、「加点対象としない。」（配点0点）との評価となることがある。
○提案内容が抽象的な場合
○仕様書・要領等をそのまま引用している場合
○現状状況等の理解が不足している場合
○過大提案で実現不可能と判断される場合
○その他提案内容が適切でないと判断される場合

最高加算点

実施方法についての提案

実施方法についての提案
が、業務（日常点検・定期点
検・運転監視及び応急復
旧）の迅速性と確実性の向
上を図るものであり、内容に
創意工夫がみられるか。

×3 9.0

訓練体制についての提案
訓練体制（安全管理、技能
向上）に対する提案の内容
に創意工夫が見られるか。

×2 6.0

1.0

業務責任者の常駐の有無に
ついて

1.5

②

業務責任者の能力について
「Ａ）とＢ）は累積加算する。」

1.5

評価表

業務の質についての提案
質の維持・向上に対する提
案の内容に創意工夫がみら
れるか。

×3 9.0

１．必須項目

２．加算点項目

①

業務実績
過去に高圧受配電盤の保全
業務を行った実績がある
か。

⑤ 業務実施体制



【申請様式１】

（用紙Ａ４）

会社名：

支出負担行為担当官

大阪航空局長 殿

住 所

商号又は名称

代表者氏名

１. 業務実績を記載した書面 【申請様式２】

２. 業務責任者の資格、実務経験等を記載した書面 【申請様式３】

３. 業務の考え方、認識を記載した書面 【申請様式４】

４. 管理体制を記載した書面 【申請様式５】

平成 年 月 日

競争参加資格確認申請書

平成○○年○月○○日付けで公告のありました中部国際空港電気設備保全業務に係る競争参加
資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。

なお、予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）第70条の規定に該当する者でないこと及び
添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。

記



【申請様式２】
（用紙Ａ４）

■本実施要項（３．６）で示す業務実績を具体的に記載すること。 会社名：

件名： 中部国際空港電気設備保全業務

会社名：

所在地：

本様式に係る担当者名

担当者部署

担当者電話番号

業務実績

○○県○○市○○空港内

○○○ 円（消費税含む）

平成○○年○○月○○日～平成○○年○○月○○日

単体 又は JV（○社JV、出資比率 ）

対象物の名称・構造（対象がわかる発注図面等添付のこと）

対象物の規模・数量等（規模・数量がわかる発注図面等を添付のこと）

主要な対象施設・機器・数量等

保全・電気工事等

安全、保守品質等に関する組織の管理体制を有していること。

※点検における安全対策、保守品質及び契約要事項への応答など

現場業務の提供について組織の管理体制を記入すること。

※ＩＳＯ９００１・１４００１の認証を取得しているか記入すること。

※ＩＳＯ９００１・１４００１を取得している場合は証明書の写しを添付す

ること。

緊急時の支援策として、遅滞なく業務担当者等を応援できる体制を

計画している場合は記入すること。

※緊急時の支援策として、遅滞なく別途用意が可能な事項について

具体的に記入すること。

緊急時（平日、休日、夜間問わず）の連絡体制の有無。

※緊急時の場合について、連絡体制（平日、休日、夜間）を記入する

こと。

現場フォローアップ

（緊急時の対応）

（支援策）

（緊急時の連絡体制）

安全・品質・管理等

業務実績

業
務
名
称
等

業務・工事名

発注機関名

業務場所

契 約 額

契約期間

受注形態等

業
務
概
要

対 象

規 模

業務・工事内容

業務種別



【申請様式３】 （用紙A4）

■本実施要項（３．７）で示す業務責任者の資格、実務経験等を具体的に記載すること。

氏 名 生年月日 昭和○○年○○月○○日

技術者区分 常駐の有無 有 ・ 無

保有する資格の状況又
は同種業務の経験など
(証明資料等の添付必要)

現在の企業・団体に所属
した年月日など

配属部署２
年 ヶ月

就業会社名２
年 ヶ月

実務内容； 実務内容；

業務の提供先; 業務の提供先; 業務の提供先;

年 ヶ月

計○○年○○ヶ月

※業務責任者の途中交代せざるを得ない状況が生じた場合には、国と協議するものとする。

実務内容；

業務の提供先; 業務の提供先; 業務の提供先;

※雇用、実務経歴の証明、資格・免許等が的確に判断できる必要最小限の資料を添付のこと。

※申請資料提出時に業務責任者が特定できない場合は、複数の候補者を本様式で人数分提出すること。その場合、各業務責任者の資格等の最も低い者を対象として
評価する。

以前の就業経歴につい
て、実務経験の年数、そ
の実務経験の内容、並
びに業務提供先名称な
ど

以前の総経験年数 就業会社名１ 就業会社名３
年 ヶ月

○○(資格名) 取得年月日及び登録番号

業務責任者の資格、実務経験等
会社名：

○○○（該当する建築保全業務積算基準における技術者区分を記入）

〇〇〇□□

○○㈱○○課○○係 ××年××月採用。

今の企業・団体での実務
経験の年数、その配属部
署名並びに、実務経験の
内容、並びに業務提供先
名称など

現企業-総経験年数
配属部署名１ 配属部署名３

年 ヶ月 年 ヶ月

計○○年○○ヶ月

実務内容； 実務内容； 実務内容；



【申請様式4】

会社名：

業務の考え方、認識

■保守を適正かつ円滑に行う方針が記載され、計画的な業務の実施が検討されていること。

注）本提案書は、テーマ毎に説明図や表を含めＡ４版（横書き可）２枚以内とする。（文字サイズ 10.5P 以上）



【申請様式 5】

会社名：

管理体制

■業務責任者、業務担当者の業務遂行体制及び責任の所在が明確になっていること。

注）本提案書は、テーマ毎に説明図や表を含めＡ４版（横書き可）２枚以内とする。（文字サイズ 10.5P 以上）



【提案様式１】

技 術 提 案 書

業務の質についての提案

■質の維持・向上に対する提案の内容に創意工夫がみられるか。

※記載にあたっての留意点（ポイント）

①仕様書・要領等を参考とする場合は、その項目を達成するための提案を具体的に記載すること。

②提案の記述は、「極力」「徹底する」「適切に」「適宜」「状況により」「入念に」「出来る限

り」「必要に応じて」等々の抽象的表現で終わることなく、５Ｗ１Ｈ（誰が、何を、いつ、どこ

で、どんな目的で、どのように）の表現で具体的に記述すること。

③提案数は問わないが、複数提案がある場合は提案毎に通し番号を付け以下要領で記述すること。

５Ｗ１Ｈ（誰が、何を、いつ、どこで、どんな目的で、どのように）の表現で記述する。

（目的が１つでも、対応策（手段）が異なる場合は、１提案毎に記載すること。

また、補足があれば、補足説明を【 】書きで記述する。）

④提案内容は、仕様内容を変更することなく、現場での「ちょっとした工夫」で課題の品質を向上でき

る提案とすること。

注）本提案書は、テーマ毎に説明図や表を含めＡ４版（横書き可）２枚以内とする。（文字サイズ 10.5P 以上）

※本様式については提案様式と同じ電子データ(Microsoft Word又はExcel)を下記担当者へメールして下

さい。

担当者： メール：



【提案様式２】

技 術 提 案 書

実施方法についての提案

■実施方法についての提案が、業務迅速性の向上または機器に信頼性の向上を図る者であり、内容に創

意工夫がみられるか。

※記載にあたっての留意点（ポイント）

①仕様書・要領等を参考とする場合は、その項目を達成するための提案を具体的に記載すること。

②提案の記述は、「極力」「徹底する」「適切に」「適宜」「状況により」「入念に」「出来る限

り」「必要に応じて」等々の抽象的表現で終わることなく、５Ｗ１Ｈ（誰が、何を、いつ、どこ

で、どんな目的で、どのように）の表現で具体的に記述すること。

③提案数は問わないが、複数提案がある場合は提案毎に通し番号を付け以下要領で記述すること。

５Ｗ１Ｈ（誰が、何を、いつ、どこで、どんな目的で、どのように）の表現で記述する。

（目的が１つでも、対応策（手段）が異なる場合は、１提案毎に記載すること。

また、補足があれば、補足説明を【 】書きで記述する。）

④提案内容は、仕様内容を変更することなく、現場での「ちょっとした工夫」で課題の品質を向上でき

る提案とすること。

注）本提案書は、テーマ毎に説明図や表を含めＡ４版（横書き可）２枚以内とする。（文字サイズ 10.5P 以上）

※本様式については提案書類と同じ電子データ(Microsoft Word又はExcel)を下記担当者へメールして下

さい。

担当者： メール：



【提案様式３】

技 術 提 案 書

訓練体制についての提案

■訓練体制（安全管理・技能向上）に対する提案に創意工夫がみられるか。

※記載にあたっての留意点（ポイント）

①仕様書・要領等を参考とする場合は、その項目を達成するための提案を具体的に記載すること。

②提案の記述は、「極力」「徹底する」「適切に」「適宜」「状況により」「入念に」「出来る限

り」「必要に応じて」等々の抽象的表現で終わることなく、５Ｗ１Ｈ（誰が、何を、いつ、どこ

で、どんな目的で、どのように）の表現で具体的に記述すること。

③提案数は問わないが、複数提案がある場合は提案毎に通し番号を付け以下要領で記述すること。

５Ｗ１Ｈ（誰が、何を、いつ、どこで、どんな目的で、どのように）の表現で記述する。

（目的が１つでも、対応策（手段）が異なる場合は、１提案毎に記載すること。

また、補足があれば、補足説明を【 】書きで記述する。）

④提案内容は、仕様内容を変更することなく、現場での「ちょっとした工夫」で課題の品質を向上でき

る提案とすること。

注）本提案書は、テーマ毎に説明図や表を含めＡ４版（横書き可）２枚以内とする。（文字サイズ 10.5P 以上）

※本様式については提案書類と同じ電子データ(Microsoft Word又はExcel)を下記担当者へメールして下

さい。

担当者： メール：



（誓約書様式）

平成 年 月 日

支出負担行為担当官

○○航空局長 ○○○○殿

入札参加事業者 住 所（郵便番号 ）

電話番号（ ） －

商 号

又は名称

氏 名 ○印

（法人にあっては、代表者氏名）

法定代理人

○印

氏 名

誓 約 書

当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、入札に参加するに当たり、下記の

事項を誓約します。

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなって

も、異議は一切申し立てません。

記

１． 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成 18 年法律第 51 号。以下「法」

という。）第 10条第 4号及び第 6号から第 9 号の暴力団排除条項に該当しないこと。

２． 暴力団又は暴力団関係者を再委託先としないこと。

３． 法第 10 条各号（第 11 号を除く。）の競争参加資格の欠格事由に該当しないこと。



（意見聴取対象者リスト様式）

公共サービスの内容

落札予定事業者 住所又は所在地

意 見 聴 取 対 象 者

上記事業者との関係
フ リ ガ ナ

氏 名 生 年 月 日 性別 住 所

※１ 記載されている個人情報については、暴力団排除条項等の欠格事由の審査のため、必要な
範囲内において利用し又は警察庁等関係行政機関に対し提供します。

※２ 記載しきれないときは、適宜用紙を追加して記載して下さい。
※３ 意見聴取に際し、必要に応じて、住民票の写し等の確認書類の提出を求める場合があります。
※４ 意見聴取の対象、必要な事項は「意見聴取に必要な事項一覧表」のとおりとする。



意見聴取に必要な事項一覧表

意見聴取の対象（※１） 意見聴取に必要な事項

落

札

予

定

事

業

者

個
人
の
場
合

① 落札予定事業者 ・氏名、生年月日、性別、住所
・商号又は屋号

② ①の法定代理人（※２） ・氏名、生年月日、性別、住所

法

人

の

場

合

③ 落札予定事業者 ・商号又は名称
・主たる事業所の所在地

④ ③の役員 ・氏名、生年月日、性別、住所、役職名

⑤ ④の法定代理人 ・氏名、生年月日、性別、住所

⑥ ③の主要株主等（※3）

（個人）
・氏名、生年月日、性別、住所

⑦ ③の主要株主等（法人） ・商号又は名称

⑧ 相談役、顧問等④と同等以上の支配力を有
する者

・氏名、生年月日、性別、住所

⑨ ③の親会社等（※4）（個人） ・氏名、生年月日、性別、住所

⑩ ⑨の法定代理人 ・氏名、生年月日、性別、住所

⑪ ③の親会社等（法人） ・商号又は名称

⑫ ⑪の役員 ・氏名、生年月日、性別、住所

⑬ ⑫の法定代理人 ・氏名、生年月日、性別、住所

⑭ 相談役、顧問等⑫と同等以上の支配力を有
する者

・氏名、生年月日、性別、住所

（留意事項）

※１ 「意見聴取の対象」は、それぞれ該当する者がいる場合に対象とする。

※２ 「法定代理人」とは、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者の場合の

当該未成年者の法定代理人をいう。

※３ 「主要株主等」とは、発行済株式総数の１００分の５以上の株式を所有する株主及び出資総額

の１００分の５以上の額に相当する出資をしている者をいう。

※４ ここでいう「親会社等」は、入札参加事業者に対して競争の導入による公共サービスの改革に

関する法律施行令（平成 18 年政令第 228 号）第３条第１項各号のいずれかに該当する関係（特

定支配関係）を有している者のみをいい、同条第２項に規定する者は含まないものとする。



別添１

従来の実施状況に関する情報の開示

１．従来の実施に要した経費 （単位：千円）

平成21年度 平成22年度 平成23年度

人件費
常勤職員 0 0 0

非常勤職員 0 0 0

物件費 0 0 0

委託費等

委託費定額部分 57,330 54,557 56,700

成果報酬等 0 0 0

旅費その他 0 0 0

計(a) 57,330 54,557 56,700

参考値

(b)

減価償却費 0 0 0

退職給付費用 0 0 0

間接部門費 0 0 0

(a)+(b) 57,330 54,557 56,700

（注意事項）

・本実施要項に記載の保守業務については、すべて民間事業者に委託していることから、委託費等以外に

経費は発生しない。

・平成21年度から平成22年度の委託費が減っている要因は点検対象施設変更による。（別添５）

・平成22年度から平成23年度の委託費が増えている要因は点検対象施設変更による。（別添５）

２．従来の実施に要した人員 （単位：人・日）

平成21年度 平成22年度 平成23年度

保全技師Ⅰ 114 121 132

保全技師補 78 6 1

保全技術員 32 37 38

保全技術員補 0 0 0

運転・監視 2190 2190 2196

（月単位の人員状況） （単位：人・日）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

23年度 184 191 199 190 190 188 273 186 190 199 180 197 2367

22年度 184 189 204 188 190 182 283 182 190 202 172 188 2354

21年度 184 199 203 194 194 186 312 192 190 200 170 190 2414

（業務の繁閑の状況とその対応）

○通年を通した保守が計画的に実施されること、機器の障害は時期を選ばないことから繁閑はない。

（注意事項）



３．従来の実施に要した施設及び設備

【民間事業者に使用させた国有財産及び備品】

（施設関係）

① 監視室 ：92㎡

② 監視装置：一式

（設備関係）

○特になし

（物品関係）

○特になし

（車両関係）

○特になし

（注意事項）

・業務を実施するための民間事業者に使用させた国有財産及び備品については無償で貸与した。

４．従来の実施における目的の達成

平成21年度 平成22年度 平成23年度

障害時の緊急対応未実施件数 0件 0件 0件

作業員等の人身事故の発生件数 0件 0件 0件

航空保安施設の停止件数 0件 0件 0件

（注意事項）

○特になし

５．従来の実施方法等

（組織図）

○別添２（組織図）に示す。

（実施体制図）

○別添３（実施体制図）に示す。

（業務実施方法）

○別添４（従来の実施方法フロー）に示す。

（仕様書等）

○仕様書等については、国土交通省大阪航空局中部空港事務所航空灯火・電気技術官において閲覧できる。



別添２（組織図）

国土交通省大阪航空局中部空港事務所組織図

国土交通省大阪航空局大阪空港事務所組織図

（運用責任者）

施設運用管理官

空港長 次長 総務部長 総務課

会計課

航空管制技術官

航空管制運航情報官

航空管制官

航空灯火・電気技術官

管制保安部長

入札手続実施部門

監督実施部門

システム運用管理官 航空管制技術官

施設運用管理官

監督・検査実施部門

広域空港管理官

航空灯火・電気技術官

空港長 管制保安部長

西日本ブロック管理センター

航空灯火・電気技術官



別添２（組織図）

別添３（実施体制図）

【平成２４年度】

国土交通省大阪航空局中部空港事務所 実施体制図

国土交通省大阪航空局

中部空港事務所

航空灯火・電気技術官

（特記事項）

㈱トーエネック

常駐保守実施体制

３輪番による２名体制

㈱トーエネック

巡回保守実施体制

０９：００から１８：００

まで１名体制



別添４

従来の実施方法フロー(1/2)

受 注 者 監 督 職 員 備 考

（１）定期点検等及び保守の実施

点検開始の判断

点検データの確認・評価

運用者への報告

点検開始

点検終了

運用者との調整

事 前 打 合 せ

事後打合せ



従来の実施方法フロー(2/2)

受 注 者 監 督 職 員 備 考

（２）運転・監視及び緊急保守の実施

運用に影響のある機器

操作及び調整の可否

応急復旧内容の確認

運用者への報告

臨時点検開始

航空機への影響判断

機器操作・調査の実施

運転・監視（電気施設等の状態監視、日常点検等）

障 害 発 生

臨時点検開始の判断

運用者との調整

機器操作及び調査の判断

臨時点検終了 応急復旧の判断

応急復旧開始

応急復旧終了（必要な消耗品がある場合は本復旧）

事後打合せ



別添５

平成21～23年度保全対象設備の増減状況

平成21年度 平成22年度 平成23年度

Ⅰ．定期点検等及び保守

電灯設備、動力設備

１．照明器具（蛍光灯） 347.00 0 0 台

２．分電盤・開閉器箱 20回路未満 60 61 60 面 年１回

20回路以上 24 21 21 面 年１回

５．幹線 800mm以上 21.12 211.2 211.2 ｍ 年１回

受変電設備（高圧）

１．電気室、配電盤等 (2)配電盤 高圧配電盤（昼間） 34 39 34 面 年１回

高圧配電盤（夜間） 68 68 68 面 年１回

低圧配電盤（昼間） 8 8 8 面 年１回

低圧配電盤(夜間） 1 1 1 面 年１回

低圧配電盤（夜間）11回路以上 3 3 3 面 年１回

（昼間） 28 31 28 極 年１回

（夜間） 26 26 26 極 年１回

２．変圧器 500KVA以下（昼間） 12 14 12 台 年１回

500KVA以下（夜間） 10 10 10 台 年１回

500KVA超（夜間） 4 4 4 台 年１回

３．交流遮断器 （昼間） 14 16 14 台 年１回

（夜間） 41 41 41 台 年１回

４．断路器 （昼間） 8 8 8 台 年１回

（夜間） 5 5 5 台 年１回

５．計器用変成器 （昼間） 30 33 30 台 年１回

（夜間） 44 44 44 台 年１回

６．避雷器 （昼間） 8 9 8 台 年１回

（夜間） 5 5 5 台 年１回

10．力率改善装置 （昼間） 2 2 2 台 年１回

（夜間） 8 8 8 台 年１回

（夜間） 6 6 6 台 年１回

11．指示計器・保護継電器 配電盤に含む

（昼間） 38 42 38 台 年１回

（夜間） 95 100 100 台 年１回

直流電源設備

１．整流装置 (1)１００Ｖ系 鉛蓄電池（400Ah以下） 8 8 8 組 ６ヶ月１回 １回のみ実施

２．蓄電池 (400Ah以下） 432 432 432 組 ６ヶ月１回 １回のみ実施

外灯

１．外灯 1基1灯 71 71 82 基 年１回

雷保護設備

１．雷保護設備 (1)受電部 突針 1 1 1 基 年１回

接地極 7 7 7 箇所 年１回

構内配電線路・構内通信線路 (1)マンホール 28 基 年１回

太陽光発電設備

１．太陽光発電設備 （昼間） 1 式 ６ヶ月１回/年１回 周期１

（昼間） 1 式 ６ヶ月１回/年１回 周期１

（昼間）１０ｋｗ×３台 1 式 ６ヶ月１回/年１回 周期１

（昼間） 1 式 ６ヶ月１回/年１回 周期１

（昼間） 1 式 ６ヶ月１回/年１回 周期１

太陽光アレイ

接続箱

ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ・系統連系装置

(2)ケーブルラック

(5)接地抵抗

モールド

(1)真空遮断器

(1)高圧進相コンデンサ

動力断路器

単位 点検周期 備考
数量

区分 項目 分類

接地

発電状態

(2)小型制御式鉛蓄電池

(2)直列リアクトル

(1)指示計器

(2)保護継電器

(2)接地極



別添５

平成21～23年度保全対象設備の増減状況

平成21年度 平成22年度 平成23年度

単位 点検周期 備考
数量

区分 項目 分類

電気設備

１．電灯・動力設備 8,824 4,285 4,285 m2 １ヶ月１回

(2)分電盤 10面目まで 84 82 81 面 １ヶ月１回

8,824 8,824 8,823 m2 年１回

2．受変電設備 (2)高圧 盤類（閉鎖型） 高圧・低圧3面まで 20 23 20 面 １ヶ月１回

高圧・低圧4面から6面まで 18 20 18 面 １ヶ月１回

高圧・低圧7面から12面まで 25 25 25 面 １ヶ月１回

高圧・低圧13面から24面まで 19 19 19 面 １ヶ月１回

高圧・低圧25面から 32 32 32 面 １ヶ月１回

変圧器 13 13 13 台 日常
実施要項１．１．４（２）
２）①(a)、(b)

変圧器 13 13 13 台 １週１回
実施要項１．１．４（２）
２）①(ｃ)

変圧器 13 台 １ヶ月１回
実施要項１．１．４（２）
２）①(a)、(b)､(c)

変圧器 2 26 台 ３ヶ月１回
実施要項１．１．４（２）
２）①(d)

交流遮断器 40 40 40 台 日常

交流遮断器 15 15 15 台 １ヶ月１回
日常点検を
1ヶ月１回で実施

交流遮断器 2 台 １ヶ月１回

計器用変成器 42 42 42 台 １週１回

計器用変成器 32 32 32 台 １ヶ月１回
１週１回点検を
1ヶ月１回で実施

計器用変成器 3 台 １ヶ月１回

指示計器・表示操作類 37 37 37 面 日常

指示計器・表示操作類 23 23 23 面 １ヶ月１回
日常点検を
1ヶ月１回で実施

指示計器・表示操作類 109 109 109 個 １ヶ月１回

指示計器・表示操作類 3 個 日常

指示計器・表示操作類 3 個 １ヶ月１回

高圧進相コンデンサ 8 8 8 台 １週１回

高圧進相コンデンサ 2 2 2 台 １ヶ月１回
１週１回点検を
1ヶ月１回で実施

(3)低圧 指示計器・表示操作類 16 16 16 面 日常

指示計器・表示操作類 16 16 16 面 １ヶ月１回
日常点検を
1ヶ月１回で実施

指示計器・表示操作類 92 92 92 個 １ヶ月１回

指示計器・表示操作類 2 個 日常

指示計器・表示操作類 6 個 １ヶ月１回

３．直流電源設備 4 4 4 組 日常

4 4 4 組 １週１回

4 4 4 組 １ヶ月１回
日常点検を
1ヶ月１回で実施

4 4 4 組 １ヶ月１回
１週１回点検を
1ヶ月１回で実施

(2)蓄電池 4 4 4 組 １週１回

4 4 4 組 １ヶ月１回
１週１回点検を
1ヶ月１回で実施

４．太陽光発電設備 公称出力30kW 1 1 組 １ヶ月１回

1 1 組 １ヶ月１回

1 組 １ヶ月１回

1 組 日常

５．外灯 71 71 82 基 日常

71 71 82 基 １ヶ月１回

６．雷保護設備 1 1 1 基 １ヶ月１回

マンホール 28 28 28 箇所 １ヶ月１回

監視制御設備

１．中央監視制御設備 (1)監視制御機器 1 1 1 式 日常
実施要項１．１．４（２）
２）②(a)

1 1 1 式 ６ヶ月１回
実施要項１．１．４（２）
２）②(b)､(c)､(d)

７．構内配電線路・構内通信線路

(2)接続箱

(3)パワーコンディショナ

(5)発電状況

(1)突針

(1)太陽電池アレイ

(1)照明器具の点灯状態

(5)照明器具のランプ交換

Ⅱ．運転・監視及び日常点検・保守

(1)整流装置




